
 

 

◎　方針策定の趣旨 

　少子化の中でも将来にわたり、まずは生徒が、次に児童生徒が、スポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するこ

とを目指し、学校部活動が生徒にとって、望ましいスポーツ･文化芸術環境となるよう、適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方について

示すとともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について示すものです。 

◎　方針の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高根沢町学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方針（概要版）R7(2025).12

１　学校部活動 

高根沢町中学校部活動の在り方に関する方針(H31.3)に準じます。 

（１）適切な運営のための体制整備をします。 

（２）安全管理を徹底します。 

（３）合理的・効率的・効果的な活動を推進します。 

（４）適切な休養日等を設定します。 

（５）生徒のニーズを踏まえた環境を整備します。

３　地域展開等に向けた環境整備 

（１）まずは休日の地域展開を段階的に進めます。 

（２）検討体制を整備します。

２　新たな地域クラブ活動 

（１）適切な運営や効率的・効果的な活動を進めます。 

運営主体、指導者、活動内容、活動場所等 

（２）学校との連携を図ります。

４　大会等の　在り方の見直し 

（１）大会参加機会を確保します。 

（２）引率や運営に係る体制を整備します。
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